
 

 

 

 

 

吸収分割に係る事前開示書面（変更） 

（会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

2022 年 2 月 24 日 

 

パナソニック株式会社 

  



2022 年 2 月 24 日 

 

吸収分割に係る事前開示事項（変更） 

 

大阪府門真市大字門真 1006 番地 

パナソニック株式会社 

代表取締役 社長執行役員 楠見 雄規 

 

当社は、2021 年 5 月 31 日付でパナソニック エナジー株式会社（以下「本承継会社」と

いいます。）との間で吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といい、本吸収分割契約に基

づき行う吸収分割を「本吸収分割」といいます。）を締結し、2021 年 7 月 19 日付、2021 年

8月 27日付及び 2021 年 9月 9日付で会社法第 782条第 1項及び会社法施行規則第 183条に

基づく事前開示を行いましたが、2022 年 2 月 24 日付で本吸収分割の承継対象権利義務の一

部の変更に係る吸収分割契約変更契約を締結したことに伴い、2021 年 7 月 19 日付「吸収分

割に係る事前開示書面」に変更が生じるとともに、同条第 5 号イに定める事象が生じました

ので、下記の項目につき、変更後の事項を開示いたします。なお、項目番号は 2021 年 7 月

19 日付「吸収分割に係る事前開示書面」の項目番号と対応しております。 

 

記 

 

1. 吸収分割契約の内容（会社法第782条第1項第2号） 

 

以下の事項を追加いたします。 

 

「当社は、本吸収分割の承継対象権利義務の一部を変更するため、2022年2月24日付

で、本承継会社との間で本吸収分割契約に係る吸収分割契約変更契約を締結いたしま

した。内容は別紙「吸収分割契約変更契約」のとおりです。」 

 

4. 吸収分割会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務

の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第

183条第5号イ） 

 

以下の事項を追加いたします。 

 

「6)  当社は、パナソニック コネクト株式会社（パナソニック システムソリューシ

ョンズ ジャパン株式会社（以下「PSSJ」といいます。）が2022年4月1日に商号変



更予定。）の発足にあたり、上記2)⑤記載の吸収分割契約締結以降の当社及びPSSJ

の経営活動・財政状態に鑑み、また、将来のBlue Yonderとの事業連携の推進等を

考慮し、2022年2月24日付で、PSSJとの間で、上記2)⑤記載の吸収分割契約におけ

る承継対象資産に、Blue Yonderの株式を含むコネクティッドソリューションズ事

業に関する主要な資産（約4,928億円）を追加する変更契約を締結しました。」 

 

以上 

  



別紙 

吸収分割契約変更契約 

 

パナソニック株式会社（以下「甲」という。）及びパナソニック エナジー株式会社（以下「乙」

という。）は、甲及び乙の間で 2021 年 5 月 31 日付で締結した吸収分割契約（以下「本吸収分割

契約」という。）の変更について、以下のとおり吸収分割契約変更契約（以下「本変更契約」と

いう。）を締結する。 

 

第 1条（本吸収分割契約の変更） 

本吸収分割契約別紙「1.資産」(1)号について、下線部分を追加し、以下のとおり改める。 

 

「(1) 全ての土地（土地を目的とする信託受益権を含む。）。但し、本号にかかわらず、次に

掲げる土地は、承継対象とする。 

 守口工場が所在する土地 

 和歌山工場が所在する土地 

 二色の浜工場が所在する土地」 

 

第 2条（変更の効力） 

本変更契約は、本吸収分割契約の不可分の一部をなし、本変更契約により変更、修正又は追加

されたものを除き、本吸収分割契約の他の規定は引き続き効力を有するものとする。本変更契約

締結日より、本吸収分割契約における「本契約」との文言は、本変更契約によって変更された本

吸収分割契約を意味するものとする。 

 

（以下余白） 

  



本変更契約の締結を証するため、本変更契約書 1 通を作成し、各当事者が、それぞれ署名又は記

名押印の上、甲が原本を乙はその写しを保有する。 

 

2022 年 2 月 24 日 

 

甲： パナソニック株式会社 

代表取締役 社長執行役員 楠見 雄規  ㊞ 

  



2022年 2月 24日 

 

乙：パナソニック エナジー株式会社 

代表取締役 只信 一生  ㊞ 

 

 


